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(57)【要約】
【課題】反射波読取器を備えたホストと反射器を備えた
端末が互いに接続相手を選択して１対１の反射波通信を
好適に行なう。
【解決手段】ホストと端末は通信可能な相手極を認識す
るためのサービス・エントリ・シーケンスを備えている
。ホストは、ビーコン・フレーム及び接続要求フレーム
を送信する際にキャリア・センスを行ない、端末との接
続状態ではビジー・ビーコンを送信する。端末は、ビー
コン受信条件を任意に設定し、ランダムで送信スロット
を選択してエントリ・フレームを送信する。また、端末
は、送信データがあることをホストに通達する送信要求
付きエントリ・フレームを送信する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無変調キャリアを受信してデータを重畳させた変調反射波を送出する反射器を搭載した
端末と、変調反射波からデータを読み取る反射波読取器を搭載したホストで構成される無
線通信システムであって、
　ホストは、ビーコン・フレームを定期的に送信するとともに、ビーコン・フレームの送
信後に設けられるエントリ期間に渡って無変調キャリアを送出し続け、端末は、ホストか
らビーコン・フレームを受信したことに応答して、エントリ期間内に受信した無変調キャ
リアの反射波に重畳させてエントリ・フレームを返信する、
ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　ホストは、ビーコン・フレームに使用する通信周波数チャネルの情報やホストの固有Ｉ
Ｄなどからなるホスト情報を記載し、
　ビーコン・フレームを受信した端末は、当該ビーコン・フレームの送信元のホストと接
続したい場合には、端末の固有ＩＤや設定可能な通信パラメータなどの情報をエントリ・
フレームに記載し、
　ホストは、エントリ・フレームの記載内容に基づいて端末の情報を取得し、接続したい
端末に対して接続要求フレームを送信し、接続要求に応じて端末から接続応答フレームが
返信されることによってホストと端末間の通信接続が確立する、
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　ホストは、キャリア・センスを行なった後に、アイドル状態の通信周波数チャネルでビ
ーコン・フレームの送信を開始し、
　端末は、ビーコン・フレームを受信した後に、ランダムなタイミングでエントリ・フレ
ームを返信する、
ことを特徴とする請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　ホストは、自らビーコン・フレームを送信した後のエントリ期間において、エントリ・
フレームを受信することができず、且つ、ビーコン・フレーム送信前のキャリア・センス
を通じて他のホスト及び端末が通信を開始し通信周波数チャネルがビジーとなったことを
認識したことに応じて、ビーコン・フレームの送信を停止する、
ことを特徴とする請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　ホストは、ある端末と通信を行なっている期間は、端末と通信を行なっている状態を報
知するためのビジー・ビーコンを定期的に送信し、
　該ホストと通信していない端末は、ビジー・ビーコンに含まれるインターバル情報を基
に、インターバル毎にビジー・ビーコンの受信待ち受けを行なう、
ことを特徴とする請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　端末は、複数のホストから送信されたビーコン・フレームをすべて受信してエントリ・
フレームを返信する複数ビーコン受信機能を備え、エントリ・フレームを受信したいずれ
かのホストが当該端末との通信を選択する、
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　端末は、最初に受信したビーコン・フレームの送信元であるホストに同期して、以後そ
のホストのビーコン・フレームのみを受信する単一ビーコン受信機能を備える、
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　端末は、あらかじめ登録されたホストからのビーコン・フレームのみを受信してエント
リ・フレームを返信する指定ビーコン受信機能を備える、
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ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　１以上の端末からエントリ・フレームを受信したホスト側において、ユーザが選択した
端末と接続を開始する、
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　端末は、ユーザによって操作され接続ホストを選択して、送信データがある旨を通知す
るための送信要求付きエントリ・フレームを送信し、
　ホストは、送信要求付きエントリ・フレームを受信すると、当該エントリ・フレームの
要求元である端末との接続を開始する、
ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　反射器を備えた端末に対して無変調キャリアを送出するとともに、前記端末からの該無
変調キャリアに対する反射波にデータが重畳された変調反射波信号を読み取る反射波読取
器を搭載した無線通信装置であって、
　定期的にビーコン・フレームを送信するビーコン・フレーム送信手段と、
　ビーコン・フレームを送信した後にエントリ期間を設け、当該エントリ期間に渡って無
変調キャリアを送出し続け、端末からの変調反射波に重畳されたエントリ・フレームを待
ち受けるエントリ・フレーム受信手段と、
を具備することを特徴とする無線通信装置。
【請求項１２】
　前記ビーコン・フレーム送信手段は、ビーコン・フレームに使用する通信周波数チャネ
ルの情報やホストの固有ＩＤなどからなるホスト情報を記載し、
　前記エントリ・フレーム受信手段は、エントリ・フレームの記載内容に基づいて端末の
情報を取得し、
　接続したい端末に対して接続要求フレームを送信し、接続要求に応じて端末から接続応
答フレームが返信されることによってホストと端末間の通信接続が確立する接続制御手段
をさらに備える、
ことを特徴とする請求項１１に記載の無線通信装置。
【請求項１３】
　前記ビーコン・フレーム送信手段は、キャリア・センスを行なった後に、アイドル状態
の通信周波数チャネルでビーコン・フレームの送信を開始する、
ことを特徴とする請求項１２に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記ビーコン・フレーム送信手段は、エントリ期間において、エントリ・フレームを受
信することができず、且つ、ビーコン・フレーム送信前のキャリア・センスを通じて他の
ホスト及び端末が通信を開始し通信周波数チャネルがビジーとなったことを認識したこと
に応じて、ビーコン・フレームの送信を停止する、
ことを特徴とする請求項１３に記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記ビーコン・フレーム送信手段は、ある端末と通信を行なっている期間は、端末と通
信を行なっている状態を報知するためのビジー・ビーコンを定期的に送信する、
ことを特徴とする請求項１３に記載の無線通信装置。
【請求項１６】
　前記接続制御手段は、ユーザが選択した端末と接続を開始する、
ことを特徴とする請求項１２に記載の無線通信装置。
【請求項１７】
　反射波読取器を搭載したホストからの無変調キャリアに対する反射波にデータを重畳し
た変調反射波信号を送出する無線通信装置であって、
　ホストから定期的に送信されるビーコン・フレームを受信するビーコン・フレーム受信
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手段と、
　ビーコン・フレームの送信後に設けられるエントリ期間に渡ってホストから送出される
無変調キャリアに対して反射波に重畳させてエントリ・フレームを返信するエントリ・フ
レーム送信手段と、
を具備することを特徴とする無線通信装置。
【請求項１８】
　前記ビーコン・フレームには、ホストが使用する通信周波数チャネルの情報やホストの
固有ＩＤなどからなるホスト情報が記載されており、
　前記エントリ・フレーム送信手段は、当該ビーコン・フレームの送信元のホストと接続
したい場合には、端末の固有ＩＤや設定可能な通信パラメータなどの情報をエントリ・フ
レームに記載し、
　ホストから送信される接続要求フレームに応じて接続応答フレームを返信してホストと
の間で通信接続を確立する接続制御手段をさらに備える、
ことを特徴とする請求項１７に記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　前記エントリ・フレーム送信手段は、ビーコン・フレームを受信した後に、ランダムな
タイミングでエントリ・フレームを返信する、
ことを特徴とする請求項１８に記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　他の端末と通信を行なっているホストは通信を行なっている状態を報知するためのビジ
ー・ビーコンを定期的に送信しており、
　前記ビーコン・フレーム受信手段は、ビジー・ビーコンに含まれるインターバル情報を
基に、インターバル毎にビジー・ビーコンの受信待ち受けを行なう、
ことを特徴とする請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　前記ビーコン・フレーム受信手段は、複数のホストから送信されたビーコン・フレーム
をすべて受信してエントリ・フレームを返信する複数ビーコン受信機能を備え、複数のホ
ストから送信されたビーコン・フレームをすべて受信してエントリ・フレームを返信する
複数ビーコン受信機能を備える、
ことを特徴とする請求項１７に記載の無線通信装置。
【請求項２２】
　前記ビーコン・フレーム受信手段は、最初に受信したビーコン・フレームの送信元であ
るホストに同期して、以後そのホストのビーコン・フレームのみを受信する単一ビーコン
受信機能を備える、
ことを特徴とする請求項１７に記載の無線通信装置。
【請求項２３】
　前記ビーコン・フレーム受信手段は、あらかじめ登録されたホストからのビーコン・フ
レームのみを受信してエントリ・フレームを返信する指定ビーコン受信機能を備える、
ことを特徴とする請求項１７に記載の無線通信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、比較的近距離の機器間において低消費電力の通信動作を実現する無線通信シ
ステム並びに無線通信装置に係り、特に、反射波読取器側からの無変調キャリアの送信と
、送信装置側におけるアンテナの終端操作に基づく受信電波の吸収と反射を利用した反射
波伝送方式によりデータ通信を行なう無線通信システム並びに無線通信装置に関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、反射波読取器を備えたホストと反射器を備えた端末が互い
に接続相手を選択して１対１の反射波通信を行なう無線通信システム並びに無線通信装置



(5) JP 2008-92249 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

に係り、特に、通信状態にないホストや端末が他の反射波伝送を妨害することのないよう
に通信接続や送受信のタイミングを制御する無線通信システム並びに無線通信装置に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信技術は、有線通信方式におけるケーブルの配線からユーザを解放するシステム
として期待され、急速に普及してきている。ここで言う無線通信には、携帯電話（ＰＤＣ
：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＩＥＥＥ８０２．１１に代表される無線ＬＡ
Ｎ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ通信などが挙げられ
る。
【０００４】
　また、最近ではＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）
などに使用される非接触通信方式を利用したデータ通信システムについて提案がなされて
いる。非接触の通信方法には、静電結合方式、電磁誘導方式、電波通信方式などが挙げら
れる。このうち電波通信方式のＲＦＩＤシステムは、受信した無変調キャリアに対し変調
処理を施した反射波によりデータを送信する反射器と、反射器からの変調反射波信号から
データを読み取る反射波読取器で構成され、「バックスキャッタ」とも呼ばれる反射波伝
送を行なう。
【０００５】
　反射器は、反射波読取器から無変調キャリアが送られてくると、アンテナ負荷インピー
ダンスの切り替え操作などに基づいてその反射波に変調を施してデータを重畳する。すな
わち、反射器側ではキャリア発生源が不要であることから、低消費でデータ伝送動作を駆
動することができる。アンテナの負荷インピーダンスを変化させるためのアンテナ・スイ
ッチは一般的にガリウム砒素（ＧａＡｓ）のＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉ
ｔ）で構成され、その消費電力は数１０μＷ以下である。したがって、無線ＬＡＮでは通
信時に数百ｍＷ～数Ｗ程度の電力を消費することを考慮すると、反射波通信は一般的な無
線ＬＡＮの平均消費電力と比較すると圧倒的な性能差を持つと言える（例えば、特許文献
１を参照のこと）。
【０００６】
　反射器を搭載した端末は受信電波を反射する動作を行なうだけであるから、無線局とは
みなされず、電波通信に課される法規制の対象外として扱われる。また、電磁誘導方式な
ど他の非接触通信システムでは数ＭＨｚ～数百ＭＨｚの周波数を用いるのに対し、反射波
通信方式では例えばＩＳＭ（Ｉｎｄｕｓｔｒｏｒｙ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉ
ｃａｌ　Ｂａｎｄ）と呼ばれる２．４ＧＨｚ帯の高帯域を用いた高速なデータ伝送を実現
することができる。
【０００７】
　例えば、デジタルカメラや、ビデオ・カメラ、携帯電話、携帯情報端末、携帯型音楽再
生装置など、消費電力を極力抑えたいモバイル系の端末機器に反射器を組み込み、テレビ
、モニタ、プリンタ、ＰＣ、ＶＴＲ、ＤＶＤプレイヤーなど、据え置き型の家電製品など
からなるホスト機器に反射波読取器を組み込む。そして、カメラ付き携帯電話やデジタル
カメラで撮った画像データを、反射波伝送路を経由でＰＣにアップロードし、画像データ
の蓄積や表示出力、プリントアウトなどを行なうことができる。
【０００８】
　反射波伝送に基づく無線通信システムのアプリケーション実現例として、図１２に示す
ように、反射波読取器を備えた１つのホストに対し、反射器を備えた端末が複数存在して
、各端末がデータ伝送を要求するケースが挙げられる。また、他のアプリケーション実現
例として、図１３に示すように、反射波読取器を備えた複数のホストに対し、反射器を備
えた１つの端末が存在し、端末はいずれかのホストにデータ伝送を要求するケースが想定
される。
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【０００９】
　図１２に示したケースでは、ホストの近傍に２つの端末が配置され、ユーザが赤外線リ
モコンでホストを操作する、あるいはホストにあるボタンを介してホストを操作すること
により、ホストがいずれかの端末からデータを取得する。これを、ホストからの要求に応
じて端末からのデータ読み出しが行なわれるので「ｐｕｌｌ型伝送」と呼ぶことができる
。一方、図１３に示したケースでは、端末はユーザの手元にあり、各ホストとの距離がや
や離れている。ユーザが端末を直接操作して、宛先としていずれかのホストを指定してデ
ータを送り出す。これを、端末からの要求によりホストへのデータ転送が行なわれるので
「ｐｕｓｈ型伝送」と呼ぶことができる。
【００１０】
　ここで、図１２や図１３に示したように複数のホスト、又は複数の端末が存在する環境
下で反射波伝送を行なう場合、各々のホストと端末が送受信のタイミングを制御しなけれ
ば、あるホストあるいは端末が送信したフレームが、他のホストや端末の通信を妨害しデ
ータ伝送を困難にするという問題が発生してしまう。したがって、端末側の反射器や、ホ
スト側の反射波読取器などの無線通信機能は、通信状態にないホスト端末が他の反射波伝
送を妨害することのないように通信接続や送受信のタイミングを制御する必要がある。
【００１１】
　また、デジタルカメラなどに装着されるメモリカードに反射器からなる無線通信機能を
搭載した技術が提案されており（例えば、特許文献２を参照のこと）、デジタルカメラは
メモリカードのコネクタ・インターフェースを介して画像データを読み書きするとともに
、ＰＣなどの外部のホストは反射波読取器からなる無線通信装置を通じてメモリカードか
ら画像データを反射波伝送により読み取ることができる。このような場合、メモリカード
を装着中のデジタルカメラは反射波伝送の通信状況を認識することができず、反射波伝送
路における外部ホストとの通信接続や送受信のタイミングを制御することはできない。言
い換えれば、端末すなわちメモリカード内の反射器において、外部ホストとの送受信タイ
ミングを自立的に制御する必要がある。
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－６４８２２号公報
【特許文献２】特開２００６－２１６０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、反射波読取器側からの無変調キャリアの送信と、送信装置側における
アンテナの終端操作に基づく受信電波の吸収と反射を利用した反射波伝送方式によりデー
タ通信を好適に行なうことができる、優れた無線通信システム並びに無線通信装置を提供
することにある。
【００１４】
　本発明のさらなる目的は、反射波読取器を備えたホストと反射器を備えた端末が互いに
接続相手を選択して１対１の反射波通信を好適に行なうことができる、優れた無線通信シ
ステム並びに無線通信装置を提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらなる目的は、通信状態にないホストや端末が他の反射波伝送を妨害するこ
とのないように通信接続や送受信のタイミングを制御して、システムを好適に運用するこ
とができる、優れた無線通信システム並びに無線通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、無変調キャリアを受信してデータ
を重畳させた変調反射波を送出する反射器を搭載した端末と、変調反射波からデータを読
み取る反射波読取器を搭載したホストで構成される無線通信システムであって、
　ホストは、ビーコン・フレームを定期的に送信するとともに、ビーコン・フレームの送
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信後に設けられるエントリ期間に渡って無変調キャリアを送出し続け、端末は、ホストか
らビーコン・フレームを受信したことに応答して、エントリ期間内に受信した無変調キャ
リアの反射波に重畳させてエントリ・フレームを返信する、
ことを特徴とする無線通信システムである。
【００１７】
　但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置（又は特定の機能を実現する機能モジ
ュール）が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内に
あるか否かは特に問わない（以下、同様）。
【００１８】
　本発明は、無変調キャリアを受信してデータを重畳させた変調反射波を送出する反射器
を搭載した端末と、変調反射波からデータを読み取る反射波読取器を搭載したホストで構
成される、電波の反射技術を利用した無線通信システムに関する。この種の通信システム
によれば、反射器側ではキャリア発生源が不要であることから、消費電力を格段に削減し
ながらデータ伝送を行なうことができ、一般的な無線ＬＡＮに比べると圧倒的な性能差で
ある。また、ＩＳＭと呼ばれる２４ＧＨｚ帯の高帯域を用いることで、電磁誘導方式など
他の非接触通信システムよりもはるかに高速なデータ伝送を実現することができる。
【００１９】
　本発明に係る無線通信システムでは、ホストと端末は通信可能な相手局を認識するため
のサービス・エントリ・シーケンスを備えている。同シーケンスでは、ホストは、一定の
時間間隔でビーコン・フレームの送信を間欠的に行なう。一方、端末は、電波到達範囲内
に入ってビーコン・フレームを受信すると、当該フレームの記載内容からホストの情報を
取得し、ホストとの接続したい場合には、エントリ期間を利用して、無変調キャリアの反
射に重畳させてエントリ・フレームを返す。このようにして、ホストと端末はそれぞれ通
信可能な１つあるいは複数の相手局の存在を認識することができる。
【００２０】
　ホストは、エントリ・フレームの記載内容に基づいて端末の情報を取得し、接続したい
端末に対して接続要求フレームを送信する。そして、端末は、接続要求に応じるときには
、接続結果などをペイロードに記載した接続応答フレームを返し、これによって接続が確
立し、ホストと端末間でデータ転送が可能な状態となる。
【００２１】
　反射波伝送に基づく無線通信システムのアプリケーション実現例として、ホストからの
要求に応じて端末からのデータ読み出しが行なわれる「ｐｕｌｌ型伝送」や、端末からの
要求によりホストへのデータ転送が行なわれる「ｐｕｓｈ型伝送」などが挙げられる。
【００２２】
　ところが、複数のホスト、又は複数の端末が存在する環境下で反射波伝送を行なう場合
、各々のホストと端末が送受信のタイミングを制御しなければ、あるホストあるいは端末
が送信したフレームが、他のホストや端末の通信を妨害しデータ伝送を困難にするという
問題がある。このため、端末側の反射器や、ホスト側の反射波読取器などの無線通信機能
は、通信状態にないホスト端末が他の反射波伝送を妨害することのないように通信接続や
送受信のタイミングを制御する必要がある。とりわけ、反射器を搭載した端末側では、ホ
ストとの送受信タイミングを自立的に制御する必要がある。
【００２３】
　そこで、本発明に係る無線通信システムでは、ホストがビーコン・フレームの送信を開
始する前にキャリア・センスを行なう機能を装備し、アイドル状態の通信周波数チャネル
上でビーコン・フレームの送信を開始することで、通信状態にある他のホスト及び端末に
妨害を与えないよう制御される。
【００２４】
　また、あるホストから送信されるビーコン・フレームを受信可能な複数の端末が存在す
る場合には、各端末が送信するエントリ・フレームが衝突する可能性が生じる。そこで、
端末がランダムなタイミングでエントリ・フレームを返信するという機能を備えることに
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よって、複数の端末が同時にエントリ・フレームを送信する確率を下げ、衝突を軽減する
ようにしている。
【００２５】
　また、エントリ・フレームを受信できず接続相手として選ばれなかったホストは、ビー
コン・フレーム送信前のキャリア・センスで、他のホスト及び端末の通信により通信チャ
ネルがビジーとなったことを認識すると、ビーコン・フレームの送信を停止する。また、
ホストから接続相手として選ばれなかった端末は、他の端末と通信を開始したホストがビ
ーコン・フレームの送信を停止することから、エントリ・フレームを送信する機会がなく
なるので、通信状態にあるホスト及び他の端末を妨害することはない。
【００２６】
　ここで、ホストがある端末との通信を終えた後、再びサービス・エントリ・シーケンス
を開始してさらに別の端末と接続を行なうような場合、新たな接続先となる端末は、サー
ビス・エントリ・シーケンスが再開されるまでの間も常に待ち受けていなければならず、
電力を浪費してしまうという問題がある。
【００２７】
　そこで、ホストは、ある端末との通信期間中は、通信状態であることを示すビジー・ビ
ーコンを定期的に送信する機能を備えるようにしてもよい。ホストと通信を行なっていな
い端末は、受信したビジー・ビーコンに記載されているインターバル情報を基に、インタ
ーバル毎にビジー・ビーコンの受信待ち受けを行なう機能を備え、受信待ち受けにかかる
消費電力を低減することができる。
【００２８】
　反射器を搭載した端末側では、ビーコン・フレームを受信してホストとの送受信タイミ
ングを自立的に制御する必要がある。端末には、複数のホストから送信されたビーコン・
フレームをすべて受信する「複数ビーコン受信機能」、最初に受信したビーコン・フレー
ムの送信元であるホストに同期して、以後そのホストのビーコン・フレームのみを受信す
る「単一ビーコン受信機能」、あらかじめ登録されたホストからのビーコン・フレームの
みを受信する「指定ビーコン受信機能」といった拡張制御機能を付加することができる。
【００２９】
　例えば、ｐｕｓｈ型伝送を行なう通信環境では、端末は、複数ビーコン受信機能によっ
て、ビーコン・フレームを受信した複数のホストの存在をユーザに通知し、ユーザにいず
れのホストと通信すべきかを選択させることができる。また、単一ビーコン受信機能によ
り、ユーザの意思確認を行なわずに、最初にビーコン・フレームを受信したホストと自立
的に同期するようにする。また、端末が指定ビーコン受信機能を備えることにより、簡易
なセキュリティ機能を付加することができる。
【００３０】
　また、ホストは、サービス・エントリ・シーケンスにおいて、エントリ・フレームを受
信することによって通信可能な端末を認識するが、ｐｕｌｌ型伝送ではユーザがホストを
操作して接続端末を選択するようにし、あるいはＰｕｓｈ型伝送ではユーザが端末を操作
してホストに接続要求を行なうようにしても良い。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、反射波読取器を備えたホストと反射器を備えた端末が互いに接続相手
を選択して、１対１の反射波通信を好適に行なうことができる、優れた無線通信システム
並びに無線通信装置を提供することができる。
【００３２】
　また、本発明によれば、通信状態にないホストや端末が他の反射波伝送を妨害すること
のないように通信接続や送受信のタイミングを制御して、システムを好適に運用すること
ができる、優れた無線通信システム並びに無線通信装置を提供することができる。
【００３３】
　本発明に係る無線通信システムでは、ホストと端末は通信可能な相手局を認識するため
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のサービス・エントリ・シーケンスを備えている。ホスト側は、ビーコン・フレーム及び
接続要求フレームを送信する際にキャリア・センスを行なうとともに、端末との接続状態
ではビジー・ビーコンを送信する。一方、端末は、ビーコンを待ち受けるための受信条件
を任意に設定し、エントリ・フレームを送信する際に複数の送信スロットの中からランダ
ムでスロットを選択して送信する。また、端末は、送信データがあることをホストに通達
するための送信要求付きエントリ・フレームを送信するようになっている。
【００３４】
　したがって、本発明に係る無線通信システムによれば、複数のホスト間でのビーコン・
フレームの衝突を軽減するとともに、複数の端末間でのエントリ・フレームの衝突を軽減
しながら、ホストと端末は複数の相手局の中から接続相手を選択して１対１の通信を行な
うことができる。また、接続状態にないホストや端末は、接続状態にあるホストと端末の
通信を妨害しないように制御することができる。
【００３５】
　また、端末がデータ通信の形態に応じたビーコン・フレームの受信機能を備えることに
より、適切なホストからのアクセスのみを受け付けるようにすることができる。すなわち
、ｐｕｌｌ型やｐｕｓｈ型など伝送形態に応じて、ホストからの接続、あるいは端末から
の接続を行なうことが可能である。
【００３６】
　例えば、端末がｐｕｓｈ型伝送により複数のホストと通信できる環境にある場合には、
端末は、複数ビーコン受信機能によって複数のホストからビーコン・フレームを受信し、
複数のホストの存在をユーザに通知し、ユーザにいずれのホストと通信すべきかを選択さ
せることができる。
【００３７】
　また、端末がビーコン・フレームを受信した複数のホストの中からユーザに選択させる
ためのユーザ・インターフェースを備えていないような場合には、単一ビーコン受信機能
により、ユーザの意思確認を行なわずに、最初にビーコン・フレームを受信したホストと
自立的に同期するようにする。
【００３８】
　また、端末が指定ビーコン受信機能を備えることにより、簡易なセキュリティ機能を付
加することができる。例えば、事前に登録したホストから受信したビーコン・フレームに
のみ同期し、未登録のホストに対しては通信を許可しないようにして、端末に保持されて
いるデータがむやみに不特定のホストにアクセスされないようにすることができる。
【００３９】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に
基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
【００４１】
　図１Ａ及び図１Ｂには、反射波伝送方式の無線通信システムにおいて端末およびホスト
として動作する無線通信装置の構成をそれぞれ示している。
【００４２】
　ホスト１側では、ホスト機能部１３で生成された送信データは、制御インターフェース
１５を介してホスト通信制御機能部１２の変調機能部１２２において変調される。変調信
号はＲＦ機能部１１のキャリア発生源１１１によって生成された搬送波に載せられ、アン
テナ１４から端末２に向けて送信される。端末２のＲＦ機能部２１は変調波を受信し、復
調信号を得る。復調信号は端末通信制御機能部２２の復調機能部２２３によってデータ復
調され、制御インターフェース２５を介して端末機能部２３に受信される。端末機能部２
３は必要に応じて、受信データの保存、画面への表示、ユーザへの受信通達などを行なう
。
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【００４３】
　一方、端末２の端末機能部２３によって生成されたデータは、通信制御機能部２２の変
調機能部２２２によって変調される。変調信号は、ＲＦ機能部２１において、搬送波を検
波して得られる反射波に載せられ、変調反射波信号としてアンテナ２４からホスト１に向
けて送信される。ホスト１のＲＦ機能部１１は、アンテナ１４で受信した反射波から復調
信号を得る。復調信号は復調機能部１２３によってデータ復調され、制御インターフェー
ス１５を介してホスト機能部１３に受信される。ホスト機能部１３は必要に応じて、受信
データの保存、画面への表示、ユーザへの受信通達などを行なう。
【００４４】
　また、以上のデータ送受信機能に加え、ホスト１及び端末２に相互で機能するプロトコ
ル機能部１２１、２２１をそれぞれの通信制御機能部１２、２２に設けることで、ホスト
1と端末２の間で接続や切断などのプロトコル制御が実現される。プロトコル機能部１２
１、２２１の協働的動作によって、サービス・エントリ・シーケンスや通信接続、データ
交換、並びに通信切断のシーケンスが行なわれる。これらの通信シーケンスの詳細につい
ては後述に譲る。
【００４５】
　本実施形態に係る無線通信システムにおいては、端末２のＲＦ機能部２１にキャリア発
生源が不要である。そのため低消費にシステムを駆動することができる。また端末側の変
調を多値変調することで端末２からホスト１方向（アップリンク）に対し高速通信を実現
することができる。ここで、ホスト１における変調は、端末２側での検波の容易性を考慮
してＡＳＫが使用される。このため、ホスト１から端末２方向（ダウンリンク）は低デー
タレートとなる）。
【００４６】
　例えば、デジタルカメラや、ビデオ・カメラ、携帯電話、携帯情報端末、携帯型音楽再
生装置など、消費電力を極力抑えたいモバイル系の端末２に反射器を組み込み、テレビ、
モニタ、プリンタ、ＰＣ、ＶＴＲ、ＤＶＤプレイヤーなど、据え置き型の家電製品などか
らなるホスト１に反射波読取器を組み込む。そして、カメラ付き携帯電話やデジタルカメ
ラで撮った画像データを、反射波伝送路を経由でＰＣにアップロードし、画像データの蓄
積や表示出力、プリントアウトなどを行なうことができる。
【００４７】
　本実施形態に係る無線通信システムは、ホスト１と端末２に各々の送受信タイミングを
制御する機能を与えることにより、複数のホストあるいは端末が存在する場合でも円滑な
通信を可能するとともに、伝送形態や端末の実施形状に影響されずに円滑な通信を可能に
している。
【００４８】
　また、本実施形態に係る無線通信システムは、ホストと端末はお互いの存在を認識する
ための通信手順としてサービス・エントリ・シーケンスを備えている。このサービス・エ
ントリ・シーケンスでは、ホストは、ある一定の間隔でビーコン・フレームを送信するこ
とにより、自局のサービス・エリアを報知する。一方、端末は、ビーコン・フレームを受
信することでホストの存在を知り、ホストに対してエントリ・フレームを返信する。そし
て、ホストは、端末からのエントリ・フレームを受信して通信可能な端末の存在を知る。
このようにして、ホストと端末はそれぞれ通信可能な１つあるいは複数の相手局の存在を
認識することができる。
【００４９】
　図２には、サービス・エントリ・シーケンスの一例を示している。ホストは、ビーコン
・フレームを定期的に送信する。また、ビーコン・フレームの送信後にはエントリ期間が
設けられ、ホストはエントリ期間において無変調キャリアを送出し続ける。ホストからの
ビーコン・フレームを受信可能な範囲内に存在する端末は、エントリ期間内に受信した無
変調キャリアの反射波に重畳させて、エントリ・フレームを返信することができる。
【００５０】
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　ここで、ビーコン及びエントリのフレーム交換に基づく通常の反射波伝送動作の手順に
ついて説明しておく。
【００５１】
　図３には、ホストと端末間において、図２に示したサービス・エントリ・シーケンスを
利用して通信動作を開始する際のシーケンスを示している。
【００５２】
　ホストは、一定の時間間隔でビーコン・フレームの送信を間欠的に行なう。端末は、電
波到達範囲外ではビーコン・フレームを受信することはできないが、電波到達範囲内に入
り、ビーコン・フレームが到来するとその受信処理を実行する。
【００５３】
　端末は、受信したビーコン・フレームのペイロードに記載されているホスト情報に基づ
いて、使用する通信周波数チャネルの情報やホストの固有ＩＤなどの情報を取得する。そ
して、ホストとの接続したい場合には、エントリ期間を利用して、無変調キャリアの反射
に重畳させてエントリ・フレームを返す。
【００５４】
　ホストは、エントリ・フレームの記載内容に基づいて、端末の固有ＩＤや、設定可能な
通信パラメータの情報などを取得する。そして、端末と通信したいときには、通信パラメ
ータなどの指定情報をペイロードに記載した接続要求フレームを送信する。これに対し、
端末は、接続要求に応じるときには、接続結果などをペイロードに記載した接続応答フレ
ームを返し、これによって接続が確立する。接続が確立している期間は、ホストからのコ
マンド・フレームの送信と、これに応じた端末によるレスポンス・フレームの返信が繰り
返し実行される。
【００５５】
　反射波通信中であっても、端末がホストから離隔したことや両者間に障害物が出現した
ことにより、突然、通信動作が強制的に切断される可能性がある。図４には、通信動作が
強制切断された際のシーケンスを示している。
【００５６】
　接続が確立している期間は、ホストからのコマンド・フレームの送信と、これに応じた
端末からのレスポンス・フレームの返信が繰り返し実行されている。
【００５７】
　ここで、端末がホストから離隔したこと、若しくはその他の原因により、電波到達範囲
外となり、通信が途絶したとする。ホストは、自分が最後にコマンド・フレームを送信し
てから所定時間経過してもレスポンス・フレームを受信できなかったことなどにより、切
断を検知することができる。その後、ホストは、待機状態に遷移して、ビーコン・フレー
ムの送信を一定の時間間隔で間欠的に行なうというサービス・エントリ・シーケンス（図
２を参照のこと）を実施する。
【００５８】
　また、端末が良好な反射波伝送を行なうことができる領域に存在している場合であって
も、ホストが端末からデータの読み取り終えた後は、ホストの主導によって端末との接続
を切断することができる。図５には、ホストの主導により通信動作を終了するシーケンス
を示している。
【００５９】
　接続が確立している期間は、ホストからのコマンド・フレームの送信と、これに応じた
端末からのレスポンス・フレームの返信が繰り返し実行されている。
【００６０】
　ここで、ホストが端末から所望するデータを読み取り終えたとき、又は、その他の理由
により端末へのアクセスを終了させたいとき、ホストは、切断理由などの情報をペイロー
ドに記載した切断要求フレームを送信する。これに対し、端末は、切断結果などをペイロ
ードに記載した切断応答フレームを返す。この結果、接続が切断される。その後、ホスト
は、待機状態に遷移して、ビーコン・フレームの送信を一定の時間間隔で間欠的に行なう
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というサービス・エントリ・シーケンス（図２を参照のこと）を実施する。
【００６１】
　他方、ホストではなく、端末側の主導によって通信動作を終了したい場合もある。例え
ば、端末からホストへのコンテンツのプッシュ配信が終了したときや、端末がホスト内の
コンテンツのプル配信を終了したときなどである。図６には、端末の主導により通信動作
を終了するシーケンスを示している。
【００６２】
　接続が確立している期間は、ホストからのコマンド・フレームの送信と、これに応じた
端末からのレスポンス・フレームの返信が繰り返し実行されている。
【００６３】
　ここで、端末が所望するデータを送信し終えたとき、又は、その他の理由によりホスト
との通信動作を終了させたいとき、端末は、切断理由などの情報をペイロードに記載した
切断要求フレームを送信する。これに対し、ホストは、切断結果などをペイロードに記載
した切断応答フレームを返す。この結果、接続が切断される。その後、ホストは、待機状
態に遷移して、ビーコン・フレームの送信を一定の時間間隔で間欠的に行なうというサー
ビス・エントリ・シーケンス（図２を参照のこと）を実施する。
【００６４】
　図７には、図３～図６に示した通信シーケンスにおいて使用されるフレーム・フォーマ
ット例を示している。
【００６５】
　送信フレームは、変調の同期を取るためのプリアンブルと、フレーム同期を取るための
フレーム同期ビット（ユニーク・ワード）と、ヘッダ情報（通信周波数チャネル番号、フ
レーム種別、制御フレーム・タイプ、フレーム・シーケンス番号、Ａｃｋ／Ｎａｃｋ情報
、データ長などが含まれる）と、ヘッダ誤り検出用ビット及び誤り訂正用ビットと、デー
タ（ペイロード）と、データ誤り検出用ビット及び誤り訂正用ビットで構成される。
【００６６】
　ヘッダ情報のフレーム種別は、送信フレームが、ビーコン・フレーム、制御フレーム、
データ・フレームのいずれであるかを表す。制御フレーム・タイプは、フレーム種別で分
類されたフレームについてのさらに詳細情報を表す。例えば、フレーム種別で送信フレー
ムが制御フレームであることを表すとき、制御フレーム・タイプによって、サービス加入
を要求するエントリ・フレーム、接続用の制御フレーム、あるいは切断用の制御フレーム
のいずれであるかを表す。フレーム・シーケンス番号は、シーケンス制御を行なうために
フレームに付加された番号を表す。Ａｃｋ／Ｎａｃｋ情報は、前回受信したフレームのデ
ータ部分を正常に受け取れたか否かを相手に通達するための情報ビットである。ホスト及
び端末は、データ（ペイロード）の長さを、ヘッダ情報に含まれるデータ長で表し、相手
へ通達する。データ領域には、ビーコン・フレームや制御フレームである場合はそのフレ
ームで相手局に通達すべき付加情報を、データ・フレームであればユーザ・データを格納
する。
【００６７】
　図３～図６には、本実施形態に係る無線通信システムにおける各種の通信シーケンスを
示した。各図では、便宜上、１台のホストと１台の端末間での動作について説明した。し
かしながら、複数のホスト、又は複数の端末が存在する環境下で反射波伝送を行なう場合
、各々のホストと端末が送受信のタイミングを制御しなければ、あるホストあるいは端末
が送信したフレームが、他のホストや端末の通信を妨害しデータ伝送を困難にするという
問題がある。
【００６８】
　例えば、図３に示したサービス・エントリ・シーケンスにおいて、複数のホストが存在
する場合には、各ホストが送信するビーコン・フレームが衝突する可能性が生じる。
【００６９】
　そこで、本実施形態では、ホストは、ビーコン・フレームの送信を開始する前に、通信
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周波数チャネルのキャリア・センスを行ない、他のホスト及び端末が通信状態にあるか否
かを判断する機能を備えている。すなわち、ホストは、キャリア・センスの結果に基づき
、アイドル状態の通信周波数チャネルでビーコン・フレームの送信を開始する。通信周波
数チャネルがビジーの場合はビーコン・フレームを送信しない。また、通信周波数チャネ
ルが複数あるシステムにおいては、ホストは、各通信周波数チャネルについて順次キャリ
ア・センスを行ない、アイドル状態の通信周波数チャネルでビーコン・フレームの送信を
開始する。このようして、通信状態にある他のホスト及び端末に妨害を与えないよう制御
される。
【００７０】
　また、図３に示したサービス・エントリ・シーケンスにおいて、あるホストからビーコ
ン・フレームを受信可能な複数の端末が存在する場合には、各端末が送信するエントリ・
フレームが衝突する可能性が生じる。そこで、端末がランダムなタイミングでエントリ・
フレームを返信する機能を備えることによって、複数の端末が同時にエントリ・フレーム
を送信する確率を下げ、衝突を軽減するようにしている。
【００７１】
　サービス・エントリ・シーケンスにおいて、ホストは、１以上のエントリ・フレームを
受信して通信可能な端末を認識すると、その中から接続相手を１つ選び、接続を行なう。
また、ホストは、いずれの端末からも接続相手として選ばれなかったときには、エントリ
・フレームを受信することができない。後者の場合において端末が他のホストを接続相手
として選んだときには、ホストは、ビーコン・フレームを送信する前に行なうキャリア・
センスを通じて、他のホスト及び端末が通信を開始し通信周波数チャネルがビジーとなっ
たことを認識することができるので、ビーコン・フレームの送信を停止するようにすれば
よい。
【００７２】
　一方、ホストから接続相手として選ばれなかった端末は、他の端末と通信を開始したホ
ストがビーコン・フレームを送信しなくなることから、エントリ・フレームの送信を行な
う機会がなくなる。したがって、通信状態にあるホスト及び他の端末を妨害することはな
い。
【００７３】
　ここで、他の端末と通信しているホストがその後に通信を終え、再びサービス・エント
リ・シーケンスを開始し、引き続いて、先ほどまでは接続相手として選ばれなかった端末
と接続を行なうようなケースについて考察してみる。これを実現するためには、最初に接
続相手に選ばれなかった端末は、ホストと他の端末が通信している間も、ホストからのビ
ーコン・フレームを常に待ち受けていなければならず、受信にかかる電力消費が大きくな
るという問題がある。
【００７４】
　そこで、ホストは、ある端末と通信を開始した以降も、定期的にビジー・ビーコンを送
信する機能を装備する。このビジー・ビーコンはホストが端末と通信を行なっている状態
を報知するためのものであり、サービス・エントリ・シーケンスにおけるビーコン・フレ
ームとは区別される。ホストと通信を行なっていない端末は、ビジー・ビーコンを受信す
ると、以後、ビジー・ビーコンに含まれるインターバル情報を基に、インターバル毎にビ
ジー・ビーコンの受信待ち受けを行なう機能を備えることにより、受信待ち受けにかかる
消費電力を低減することができる。
【００７５】
　反射器を搭載した端末側では、ビーコン・フレームを受信してホストとの送受信タイミ
ングを自立的に制御する必要がある。そこで、ホストとの伝送形態や、端末自身の実施形
状に応じて、以下のような拡張制御機能を付加するようにしても良い。
【００７６】
（１）複数のホストから送信されるビーコン・フレームをすべて受信する複数ビーコン受
信機能。
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（２）最初に受信したビーコン・フレームの送信元であるホストに同期して、以後そのホ
ストのビーコン・フレームのみを受信する単一ビーコン受信機能。
（３）あらかじめ登録されたホストからのビーコン・フレームのみを受信する指定ビーコ
ン受信機能。
【００７７】
　例えば、端末がｐｕｓｈ型伝送により複数のホストと通信できる環境にある場合には、
端末は、複数ビーコン受信機能によって複数のホストからビーコン・フレームを受信し、
複数のホストの存在をユーザに通知し、ユーザにいずれのホストと通信すべきかを選択さ
せることができる。
【００７８】
　また、端末としての反射器がメモリカードに搭載されているような実装形状（例えば、
特許文献２を参照のこと）では、反射波伝送の状況をユーザに通知する手段を備えていな
い。すなわち、ビーコン・フレームを受信した複数のホストの中からユーザに選択させる
ためのユーザ・インターフェースを備えていない。このような場合、単一ビーコン受信機
能により、ユーザの意思確認を行なわずに、最初にビーコン・フレームを受信したホスト
と自立的に同期するようにする。
【００７９】
　また、端末が指定ビーコン受信機能を備えることにより、簡易なセキュリティ機能を付
加することができる。例えば、事前に登録したホストから受信したビーコン・フレームに
のみ同期し、未登録のホストに対しては通信を許可しないようにして、端末に保持されて
いるデータがむやみに不特定のホストにアクセスされないようにすることができる。
【００８０】
　一方、ホストは、サービス・エントリ・シーケンスにおいて、エントリ・フレームを受
信することによって通信可能な端末を認識するが、接続相手を選んで接続を行なうための
トリガとして、以下の２通りが考えられる。
【００８１】
（１）ユーザがホストを操作し接続端末を選択する機能。
（２）ユーザが端末を操作しホストに接続要求を行なう機能。
【００８２】
　前者の機能を用いて、例えばホストからの要求に応じて端末からのデータ読み出しが行
なわれる「ｐｕｌｌ型伝送」では、ホストはユーザに接続可能な端末が存在することを通
知し、ユーザにいずれかの端末を選択させる。ホストは、このユーザ選択に応答して、図
３に示した接続要求及び接続応答シーケンスを通じて、選ばれた端末と接続を開始するよ
うにする。
【００８３】
　また、後者の機能を用いて、例えば端末からの要求によりホストへのデータ転送が行な
われる「ｐｕｓｈ型伝送」では、端末はユーザによって操作され接続ホストを選択してエ
ントリ・フレームを送信する際に、送信データがある旨を通知するためのエントリ・フレ
ーム（以下では、「送信要求付きエントリ・フレーム」とも呼ぶ）を送信する。ホストは
、送信要求付きエントリ・フレームを受信すると、図３に示した接続要求及び接続応答シ
ーケンスを通じて、当該エントリ・フレームの要求元である端末との接続を開始する。
【００８４】
　図８には、本実施形態に係る無線通信システムにおいて、ホストがサービス・エントリ
・シーケンスの制御を行なうための処理手順をフローチャートの形式で示している。
【００８５】
　ホストのプロトコル制御部１２１は、電源投入後に待機状態にあり、ホスト機能部１３
からビーコンの送信要求を受けることにより、当該処理ルーチンが起動する。
【００８６】
　プロトコル制御部１２１は、ビーコン送信要求に応じて、ビーコン・インターバル、キ
ャリア・センス上限回数、ＲＦ機能部１１において使用する通信周波数チャネルを設定す
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る（ステップＳ１）。キャリア・センス上限回数は、チャネル切り替えに用いられる。キ
ャリア・センスによって通信周波数チャネルがビジーであると判断された回数をカウント
し、キャリア・センス上限回数を超える場合には他の通信周波数チャネルへの切り替えを
行なう。
【００８７】
　次いで、ホストのプロトコル制御部１２１はキャリア・センスを行なう（ステップＳ２
）。キャリア・センスの処理手順については後述に譲る。
【００８８】
　キャリア・センス期間の間、ＲＦ機能部１１においてある一定以上の電界強度の電波を
受信しなかった場合には、プロトコル制御部１２１は、ビーコン・フレームを生成し、変
調機能部１２２及びＲＦ機能部１１経由でビーコン・フレームのＡＳＫ変調波を送信する
（ステップＳ３）。
【００８９】
　次いで、ホストのプロトコル制御部１２１は、端末がビーコン・フレームを受信した後
にフレーム送信が可能となるまでに必要なガードタイムＡだけ待機した後に（ステップＳ
４）、エントリ期間を設ける。エントリ期間では、ＲＦ機能部１１を制御して無変調キャ
リアを送出するとともに、エントリ・フレームの受信を開始する。
【００９０】
　プロトコル制御部１２１は、エントリ期間内にエントリ・フレームを受信したときには
（ステップＳ５）、ホスト機能部１３に通知し、ユーザ・インターフェースなどを介して
、ユーザに対してエントリ・フレームを送ってきた端末の情報を知らせる。
【００９１】
　プロトコル制御部１２１は、エントリ期間を経過すると、ビーコン・インターバルによ
って設定された次のビーコン送信タイミングまで待機する（ステップＳ６）。そして、次
のビーコン送信タイミングが到来すると、先のエントリ・フレーム受信期間で送信要求付
きエントリ・フレームを受信したか、あるいは、ホスト機能部１３から接続要求を受けて
いるかを判定する（ステップＳ７）。
【００９２】
　ここで、送信要求付きエントリ・フレームを受信していない、あるいは受信したエント
リ・フレームの送信元端末に対する接続要求をホスト機能部１３から受けていないときに
は（ステップＳ７のＮｏ）、ステップＳ２に戻り、次のビーコン送信タイミングに備え、
キャリア・キャリアセンスを行なう。
【００９３】
　一方、送信要求付きエントリ・フレームを受信していた場合であって、当該エントリ・
フレームの送信元の端末に対する接続要求をホスト機能部１３から受けていたとき、ある
いは送信要求付きエントリ・フレームを受信した場合には（ステップＳ７のＹｅｓ）、プ
ロトコル制御部１２１は、キャリア・センスを行なった後（ステップＳ８）、ホスト機能
部１３が接続を要求した端末に対して、接続要求フレームを送信し（ステップＳ９）、以
後はこの端末と接続状態に入る。
【００９４】
　図９には、図８に示したフローチャートのステップＳ２並びにＳ８において実行される
、ホストのプロトコル制御部１２１がキャリア・センスの制御を行なうための処理手順を
フローチャートの形式で示している。
【００９５】
　まず、プロトコル制御部１２１がキャリア・センス期間を決定する（ステップＳ２１）
。
【００９６】
　ここで、キャリア・センス期間は、ガードタイム＋ランダム・バックオフ時間で規定さ
れる。ガードタイムは、端末がフレームを受信した後にフレーム送信が可能となるまでに
必要なガードタイムＡとホストがフレームを受信した後にフレーム送信が可能となるまで



(16) JP 2008-92249 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

に必要なガードタイムＢのうち長い方の時間をとり、システム上、固有の値である。また
、ランダム・バックオフ時間は、ランダムに設定される時間である。すなわち、キャリア
・センス期間は、通信を開始した端末とホストの双方が送信を行なうことのない最長時間
以上の時間を必要とし、さらにランダムに設定される時間を加えることで複数のホストの
ビーコン・フレーム送信が衝突することを軽減するようにしている。
【００９７】
　プロトコル制御部１２１は、ＲＦ機能部１１が通信周波数チャネルにて受信を開始（キ
ャリア・センス）するよう制御する（ステップＳ２２）。
【００９８】
　ここで、キャリア・センス期間内にＲＦ機能部１１においてある一定以上の電界強度の
電波を受信した場合（ステップＳ２２のＮｏ）、キャリア・センス回数をインクリメント
した後（ステップＳ２３）、キャリア・センス回数の判定を行なう（ステップＳ２４）。
【００９９】
　現在の通信周波数チャネルでのキャリア・センス回数が、キャリア・センス上限回数を
超えない場合には、ホストのプロトコル制御部１２１は再びランダムにバックオフ時間を
決め、ステップＳ２１に戻りキャリア・センス期間を決定して、キャリア・センスを行な
う（ステップＳ２２）。
【０１００】
　一方、キャリア・センス上限回数を超えたときには、キャリア・センス回数を０にクリ
アして、通信周波数チャネルの再設定を行なう（ステップＳ２５）。その後、ステップＳ
２１に復帰してキャリア・センス期間を決定してから、キャリア・センスを行なう（ステ
ップＳ２２）。
【０１０１】
　また、キャリア・センス期間の間、ＲＦ機能部１１においてある一定以上の電界強度の
電波を受信しなかった場合には（ステップＳ２２のＹｅｓ）、プロトコル制御部１２１は
、キャリア・センス制御フローを終了し、ビーコン・フレームを生成し変調機能部１２２
及びＲＦ機能部１１経由でビーコン・フレームのＡＳＫ変調波を送信する（前述）。
【０１０２】
　図１０には、本実施形態に係る無線通信システムにおいて、端末側においてサービス・
エントリ・シーケンスの制御を行なうための処理手順をフローチャートの形式で示してい
る。
【０１０３】
　端末のプロトコル制御部２２１は、電源投入後に待機状態にあり、端末機能部２３から
ビーコン受信要求を受け、複数ビーコン受信、単一ビーコン受信、又は指定ビーコン受信
のいずれかのビーコン・フレーム受信条件を決定する（ステップＳ３１）。
【０１０４】
　ここで、ビーコン・フレーム受信条件の設定値は、プロトコル制御部２２１内のメモリ
（図示しない）にあらかじめ設定されているか、あるいは、端末機能部２３のユーザ・イ
ンターフェースからビーコン受信要求の命令とともに入力されてもよい。また、端末機能
部２３を持たないメモリカードに代表されるような端末である場合は、電源投入後に、プ
ロトコル制御部２２１のメモリにあらかじめ設定されている値を基に、自動的にビーコン
・フレーム受信条件を決定する。なお、プロトコル制御部２２１のメモリに格納されてい
るビーコン・フレーム受信条件の設定値は端末の外部から書き換えが可能とする。
【０１０５】
　端末のプロトコル制御部２２１は、ビーコン・フレーム受信条件を決定した後に、ＲＦ
機能部２１を受信状態に設定する。そして、フレームを受信すると、プロトコル制御部２
２１は受信したフレームのヘッダを確認し、そのフレーム種別を確認する（ステップＳ３
２）。
【０１０６】
　ここで、受信フレームがビーコン・フレームであると認識した場合には、さらに、ビー
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コン・フレーム受信条件に従って受信ビーコン・フレームの要／不要、並びにエントリ・
フレームの要／不要を判定する。
【０１０７】
　ビーコン・フレーム受信条件が複数ビーコン受信に設定されている場合には、受信ビー
コン・フレームに記載されているビーコン・インターバルとホスト情報をペアでキャッシ
ュする。そして、エントリ・フレームを送信する必要があると判断され、ビーコン・フレ
ームの送信のホストに対してエントリ・フレームを送信する後続の動作に移る。
【０１０８】
　また、ビーコン・フレーム受信条件が単一ビーコン受信に設定されている場合には、受
信ビーコン・フレームに記載されているビーコン・インターバルとホスト情報をペアでキ
ャッシュする。さらに、以後のビーコン・フレーム受信条件はビーコン・フレームの送信
元のホストからのみのビーコン・フレームを受信許可する指定ビーコン受信へ変更する。
そして、エントリ・フレームを送信する必要があると判断され、ビーコン・フレームの送
信元のホストに対してエントリ・フレームを送信する後続の動作に移る。
【０１０９】
　また、ビーコン・フレーム受信条件が指定ビーコン受信に設定されている場合には、受
信したビーコン・フレームが指定されているホストから送信されたものかどうかを判定す
る。一致していない場合は、エントリ・フレームを送信する必要がないと判断され、受信
ビーコン・フレームを破棄し、引き続きフレーム受信を継続することになる。一方、受信
ビーコン・フレームの送信元が指定されているホストと一致している場合には、エントリ
・フレームを送信する必要があると判断され、受信ビーコン・フレームに記載されている
ビーコン・インターバルとホスト情報をペアでキャッシュするとともに、ビーコン・フレ
ームの送信元のホストに対してエントリ・フレームを送信する後続の動作に移る。
【０１１０】
　プロトコル制御部２２１は、受信ビーコン・フレームを判定した結果、エントリ・フレ
ームを送信する必要があると判断したときには、端末がフレームを受信してからフレーム
送信が可能となるまでに必要となるガードタイムＡが経過した後に（ステップＳ３３）、
複数設けられたエントリ・スロットの中から１つのスロットをランダムに選択して、ビー
コン・フレームの送信元のホストに宛ててエントリ・フレームを送信する（ステップＳ３
４）。なお、プロトコル制御部２２１は、端末機能部２３から送信したいデータがあると
通知されている場合には、送信要求付きエントリ・フレーム（前述）を送信する。
【０１１１】
　ビーコン・フレームの受信条件が複数ビーコン受信に設定されている場合には（ステッ
プＳ３５のＹｅｓ）、プロトコル制御部２２１は、エントリ・フレームを送信した直後に
ステップＳ３２に戻り、同じビーコン・インターバル内で次のビーコン・フレームの受信
を行なうべく、ＲＦ機能部２１を再び受信状態に設定する。
【０１１２】
　また、指定ビーコン受信に設定されている場合には（ステップＳ３５のＮｏ）、プロト
コル制御部２２１は、受信したビーコン・フレームのビーコン・インターバル情報に基づ
いてビーコン・インターバルだけ待機した後（ステップＳ３６）、ステップＳ３２に戻り
、次のビーコン・インターバルでビーコン・フレームの受信を行なうべく、ＲＦ機能部２
１を再び受信状態に設定する。なお、初めに単一ビーコン受信に設定されていた端末は、
ビーコン・フレームを受信した時点で指定ビーコン受信に変更されるため、同様にビーコ
ン・インターバルの待機を行なった後にステップＳ３２に戻り、受信状態に入る。
【０１１３】
　ある端末と通信状態にあるホストは、通常のビーコン・フレームに代えて、通信状態で
あることを示すビジー・ビーコンをビーコン・インターバル毎に送信するようにしても良
い（前述）。端末がステップＳ３２においてビジー・ビーコンを受信した場合には、エン
トリ・フレームを送信する必要はないので、後続のエントリ・フレームを送信する処理ス
テップＳ３３～Ｓ３４はスキップされる。また、プロトコル制御部２２１は、通常のビー
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コン・フレームを受信したときと同様に、ビーコン・フレームの受信条件に従って受信ビ
ーコン・フレームの要／不要を判定する。
【０１１４】
　ここで、ビーコン・フレーム受信条件が複数ビーコン受信に設定されている場合には、
プロトコル制御部２２１は、受信したビジー・ビーコンに記載されているビーコン・イン
ターバルとホスト情報をペアでキャッシュする。そして、エントリ・フレームを送信した
直後にステップＳ３２に戻り（ステップＳ３５のＹｅｓ）、同じビーコン・インターバル
内で次のビーコン・フレームの受信を行なうべく、ＲＦ機能部２１を再び受信状態に設定
する。
【０１１５】
　また、ビーコン・フレーム受信条件が単一ビーコン受信に設定されている場合には（ス
テップＳ３５のＮｏ）、受信したビジー・ビーコンのビーコン・インターバル情報に基づ
いてビーコン・インターバルだけ待機した後（ステップＳ３６）、次のビーコン・インタ
ーバルでビーコン・フレームの受信を行なうべく、ステップＳ３２に戻ってＲＦ機能部２
１を再び受信状態に設定する。このとき、プロトコル制御部２２１は、受信したビジー・
ビーコンに記載されているビーコン・インターバルとホスト情報をペアでキャッシュする
。さらに、以後のビーコン・フレーム受信条件はビーコン・フレームの送信元のホストか
らのみのビーコン・フレームを受信許可する指定ビーコン受信へ変更する。
【０１１６】
　また、ビーコン・フレーム受信条件が指定ビーコン受信に設定されている場合には、プ
ロトコル制御部２２１は、受信したビジー・ビーコンが指定されているホストから送信さ
れたものかどうかを判定する。一致していない場合は（ステップＳ３５のＮｏ）、受信ビ
ジー・ビーコンを破棄し、次のビーコン・インターバルでビーコン・フレームの受信を行
なうべく、ステップＳ３２に戻ってＲＦ機能部２１を再び受信状態に設定する。一方、受
信したビジー・ビーコンの送信元が指定知れたホストと一致している場合には、当該受信
ビジー・ビーコンに記載されているビーコン・インターバルとホスト情報をペアでキャッ
シュする。そして、受信したビジー・ビーコンのビーコン・インターバル情報に基づいて
ビーコン・インターバルだけ待機した後（ステップＳ３６）、次のビーコン・インターバ
ルでビーコン・フレームの受信を行なうべく、ステップＳ３２に戻ってＲＦ機能部２１を
再び受信状態に設定する。
【０１１７】
　また、ステップＳ３２において、受信したフレームのフレーム種別を確認し、自分宛て
の接続要求フレームであることが判明した場合には、接続要求フレームの送信元であるホ
ストと接続状態に入る（ステップＳ３７）。
【０１１８】
　接続状態に入ったホストと端末は、可変長フレームの送受信を行なう。可変長フレーム
を用いた反射波伝送によるフレーム交換シーケンスについては、例えば本出願人に既に譲
渡されている特願２００５－号明細書に開示されている方式を利用することができるので
、本明細書では詳細な説明を省略する。
【０１１９】
　但し、いずれのフレーム交換シーケンスを適用するにせよ、ホストに対して端末と接続
状態にあることを表すビジー・ビーコンを送信する機能を付加するとともに、端末に対し
てビジー・ビーコンを受信する機能を付加する。ビジー・ビーコンは、ビーコン・フレー
ム及び接続要求フレームを送信したビーコン・インターバルに引き続いて定期的に送信す
る。ここで、ホストはキャリア・センスを行なうことなくビジー・ビーコンを送信する。
これは、キャリア・センス期間中に他のホストがビーコン・フレームを送信するのを防ぐ
ためである。
【０１２０】
　接続状態のホスト及び端末は、送信するフレームがビジー・ビーコンと衝突しないよう
に留意する必要がある。そこで、ホストは、自局が送信を行なうタイミングにおいて、こ
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れから送ろうとしているフレームにかかる送信時間を計算し、ビジー・ビーコン送信タイ
ミングに被ってしまうようなら送信を一時保留し、ビジー・ビーコン送信タイミング後に
保留していたフレームを送信する。
【０１２１】
　また、端末は、ホストと接続状態に入ったときに、ビジー・ビーコン受信タイミングを
認識するために、キャッシュしていたビーコン・インターバルとホスト情報を用いる。そ
してホストと同様に自局が送信を行なうタイミングにおいて、これから送信しようとして
いるフレームにかかる送信時間を計算し、ビジー・ビーコン送信タイミングに被ってしま
うようならば送信を一時保留して、ビジー・ビーコン受信を行なう。そして、ビジー・ビ
ーコンを受信した後に、保留していたフレームを送信する。
【０１２２】
　図１１には、端末と通信状態にあるホストがビジー・ビーコンを定期的に報知する機能
を利用した場合のフレーム交換シーケンス例を示している。
【０１２３】
　まず、ホストは、ビーコン送信要求を受けて、キャリア・センスを行なう（１１０１）
。そして、通信周波数チャネルがアイドルであれば、ビーコン・フレーム１１０２を送信
する。ビーコン・フレームを送信した後にはエントリ期間が設けられ、ホストからは、端
末がエントリ・フレームを反射波伝送することができるように、エントリ期間に渡って無
変調キャリアを送信し続ける。
【０１２４】
　端末は、ビーコン受信要求を受けてフレーム受信状態に入る。そして、受信したビーコ
ン・フレーム１１０２がビーコン受信条件に一致するならば、ビーコン・フレーム１１０
２を受信してから所定のガードタイムＡ（１１０３）が経過した後に、さらにランダムに
スロットを選択して、ホストから送出される無変調キャリアを利用してエントリ・フレー
ム１１０４を反射波伝送する。
【０１２５】
　ホストは、端末からエントリ・フレーム１１０４を受信すると、当該端末と接続を開始
する場合には、ビーコン・インターバルのタイミング１１０５で、キャリア・センスを行
なう（１１０６）。そして、通信周波数チャネルがアイドルであれば、接続要求先の端末
に対して接続要求フレーム１１０７を送信する。
【０１２６】
　接続要求フレームを受信した端末は、送信フレーム長からデータ送信時間を計算し、ビ
ーコン・インターバル１１１３以内に送信を完了するかどうかを判定する。送信が可能と
判断した場合には、接続要求フレームを受信してからガードタイムＡ（１１０８）が経過
した後に、データ・フレーム１１０９の送信を行なう。
【０１２７】
　ホストは、端末からデータ・フレーム１１０９を受信すると、ガードタイムＢ（１１１
０）が経過した後に、送信フレーム長からデータ送信時間を計算し、ビーコン・インター
バル１１１３以内に送信を完了するかどうか判定する。そして、送信が可能であると判断
した場合には、データ・フレーム１１０９を受信してからガードタイムＢが経過した後に
、フレーム１１１１の送信を行なう。
【０１２８】
　このように、ホストと端末は可変長フレームの交換を行なう。そして、送信フレームが
ビーコン・インターバル１１１３以内に送信を完了しないと判定した場合には、その送信
フレームの送信を一時保留する（１１１４）。その後、端末と接続状態にあるホストは、
ビーコン・インターバル１１１３が経過するのを待ってから、キャリア・センスを行なう
ことなく、ビジー・ビーコン１１１５を送信する。一方、端末は、ビジー・ビーコンを受
信してからガードタイムＡ（１１１６）が経過した後に、フレームの送信を行なう。ビジ
ー・ビーコンによって送信を一時保留していた送信フレームがあれば、端末はこのタイミ
ングでフレーム１１１７を送信する。



(20) JP 2008-92249 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、
本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明
である。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内
容を限定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲
を参酌すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１Ａ】図１Ａは、反射波伝送方式の無線通信システムにおいて端末として動作する無
線通信装置の構成を示した図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、反射波伝送方式の無線通信システムにおいてホストとして動作する
無線通信装置の構成を示した図である。
【図２】図２は、サービス・エントリ・シーケンスの一例を示した図である。
【図３】図３は、ホストと端末間において、図２に示したサービス・エントリ・シーケン
スを利用して通信動作を開始する際のシーケンスを示した図である。
【図４】図４は、通信動作が強制切断された際のシーケンスを示した図である。
【図５】図５は、ホストの主導により通信動作を終了するシーケンスを示した図である。
【図６】図６は、端末の主導により通信動作を終了するシーケンスを示した図である。
【図７】図７は、図３～図６に示した通信シーケンスにおいて使用されるフレーム・フォ
ーマット例を示した図である。
【図８】図８は、ホストがサービス・エントリ・シーケンスの制御を行なうための処理手
順を示したフローチャートである。
【図９】図９は、ホストがキャリア・センスの制御を行なうための処理手順を示したフロ
ーチャートである。
【図１０】図１０は、サービス・エントリ・シーケンスの制御を行なうための端末側の処
理手順を示したフローチャートである。
【図１１】図１１は、端末と通信状態にあるホストがビジー・ビーコンを定期的に報知す
る機能を利用した場合のフレーム交換シーケンス例を示した図である。
【図１２】図１２は、反射波伝送に基づく無線通信システムのアプリケーション実現例を
示した図である。
【図１３】図１３は、反射波伝送に基づく無線通信システムのアプリケーション実現例を
示した図である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１…ホスト
　１１…ＲＦ機能部
　１１１…キャリア発生源
　１２…通信制御機能部
　１２１…プロトコル制御部
　１２２…変調機能部
　１２３…復調機能部
　１３…ホスト機能部
　１４…アンテナ
　１５…制御インターフェース
　２…端末
　２１…ＲＦ機能部
　２２…通信制御機能部
　２２１…プロトコル制御部
　２２２…変調機能部
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　２２３…復調機能部
　２３…端末機能部
　２４…アンテナ
　２５…制御インターフェース
 

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１２】

【図１３】
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【図１１】
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